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 2016 年 4 月 21 日提出、4 月 28 日答弁書受領                 三陸の海・岩手の会  

 内閣参質 190 第 104 号 川田龍平参議院議員提出 

     

「福島原発事故後の除染に伴う汚染土等の処理問題に関する質問主意書」と 

答弁書から 

 

政府答弁書でわかったことや問題点など＜要点のまとめ＞（ ）は質問番号 

 

１）対象物は福島県で発生した除去土壌等で、その総量は最大で2200万立法メートルである。（一の１） 
 
２）除染特別地域内で保管している対象物のセシウム濃度と量は   〜8000Bq/kg：約1006万m3  , 
    8000〜10万Bq/kg ：約1035万m3  , 10万Bq/kg〜：約 1万m3 
  対策地域内で発生セシウム濃度10万Bq/kg以上の特定廃棄物量は:約 2万m3 
   焼却灰 (セシウム濃度は不明):約 155万m3  合計 約2200万m3  Sr90やPuは調べていない（一の２） 
 
３）対象土壌などを、分級・化学的処理・焼却灰の洗浄・熱処理により放射性セシウムを除き減容化できる
とする科学的根拠を示さず、各実証事業等において効果があることを国が確認している。またコストについ
ては明らかでないと答弁。                             （一の３，４） 
 
４）処理された汚染土等を自治体等へ引き渡す前の検認方法、民間企業の参加、割当か希望か、 
再利用された施設等の解体は、再利用履歴は、不適切利用等の罰則などは今後検討する。（一の5,6,9,10） 
 
５）「事業者は、放射線業務に従事する労働者の受ける実効線量が五年間につき百ミリシーベルトを超えず、
かつ、一年間につき五十ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。」と規定。労働基準監督機
関等において必要な指導を行う。放射線障害防止法にある放射線取扱主任者選任の規定はない。（二の１） 
 
６）原子炉等規制法廃炉材を再利用する際の放射性セシウムの濃度規制値は百Bq/kg以下、被ばく実効線量は
年に十μSvとされている。汚染土等対象物の再利用基準は八千Bq/kg以下、これによる周辺の人々の被ばく実
効線量の推定値はまたこの数値の決定経過はどうかに対し、基準は現在検討中と答弁。しかし検討会資料で
は基準を「8000Bq/kg以下を原則とする」と明示されている。                 （二の２） 
 
７）検討会の11名の委員に「公衆に関わる放射線防護の専門家」がいるかどうか答えず。「市民の代表」の
選任について答えず。「検討会」は公開されていた。これについての質問は誤りであった。  （二の３） 
 
８）「300年ほどそのまま保管しては、最終処分は東電に引き取ってもらっては」これに答えず。「スケジュ
ール優先で進められているのではないか」について「福島県の住民が既に過重な負担を負っている」とする
答弁があった。検討会議事録では処理し発生した8000Bq/kg以下の汚染土等の約7割は福島県内で使用される
予想が話題になっている、これではますます福島の住民を混乱させることになるであろう。  （二の４）              
 
９）「福島県内除去土壌等の減容化及び再生利用に当たっては、放射性物質汚染対処特措法その他の関係法
令に基づき適切に対応しているところである。」として環境大臣が命令する「省令」で対応していく姿勢を
崩していない。                                    （二の５）  
 
【追加】第三回検討会議事録、資料をみてわかってきたこと 
第 3 回検討会資料 2−1 に 「中間貯蔵開始 30 年後には放射性セシウム濃度は事故当初の 1/4 に物理減衰し除
去土壌の総発生見込み量の約 7 割は 8000Bq/kg 以下に、残りの約 3 割は 8000〜10 万 Bq/kg になる。」とある。 
第 3 回検討会の議事録１６ぺージに油井委員が「・・。福島県外で使っていただければこれに越したことは
ないと思うのですが、なかなかそれは厳しい面もあろうと思いますので、まず最も求められるのは、福島の
復興工事の中で使う、雇用も生まれる、若い人も帰る、年寄りも帰る。・・」と発言し小野チーム長もそれ
を容認する発言をしている。 
 以上のことから、8000Bq/kg 以下になった処理土は大部分が福島県で使用されることが想定されている。 
 第三回の議事録、資料は以下 

https://josen.env.go.jp/chukanchozou/facility/effort/investigative_commission/proceedings_160330.html 
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以下は 質問とその答弁とそのコメントです 

 

         福島原発事故後の除染に伴う汚染土等の処理問題に関する 質問主意書 

環境省は本年三月三十日に「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略検討会」（以下「検討会」

という。）を開き、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故後の除染に伴う汚染土等の処理について、

汚染土等の再利用基準を原子炉廃棄物のクリアランス制度基準百ベクレル毎キログラムの八十倍（八千ベク

レル毎キログラム）に緩和する方向で検討を進めることを決めたと報道されている。これでは放射能汚染土

等が公共施設などで利用されることにより全国に広く拡散し、人々の被ばくリスクが高まることが憂慮され

る。国は一九九三年に「現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に

貢献すること」を目的に環境基本法を定めた。同法第四条では「環境の保全は（中略）環境への負荷の少な

い健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社会が構築されることを旨とし、及び科学

的知見の充実の下に環境の保全上の支障が未然に防がれることを旨として、行われなければならない。」と

定められている。環境省はこの法律を実現させる行政機関でありながら、大きく逸脱する方向に踏み出して

いると思われる。広く国民の声に耳を傾け、原点に立ち帰りこの問題を再考すべきではないか。以上の観点

から検討会の配布資料を踏まえ、以下質問する。 

一 処理予定の汚染土等対象物の減容・再利用の流れ 

１ 検討会で示された中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略（案）における対象物名とその発

生量を明らかにされたい。また、本戦略（案）における対象物は全て福島県内で発生したものとのことだが、

もし他の都道府県で発生したものも含むのであれば、その都道府県名を明らかにされたい。 

 【コメント】対象物は「特措法」31条の除染特別地域内に保管している同地域で発生した除去土壌等、と 

「同法」20条に規定する対策地域内特定廃棄物（廃棄物又は指定廃棄物）でセシウムの放射能濃度の合計が  

十万ベクレル毎キログラムを超えるものとしている。いずれも福島県内において生じたものとなっている。

その総量は最大で2200万立法メートルである。（中間貯蔵所に搬入予定） 

答弁 一の１について 

環境省が本年四月に策定した中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略（以下「本戦略」と

いう。）において減容化及び再生利用の対象とするものは、福島県内において生じた除去土壌等（平

成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された

放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法（平成二十三年法律第百十号。以下「放射

性物質汚染対処特措法」という。）第三十一条第一項に規定する除去土壌等をいう。以下同じ。）並

びに福島県内において生じた放射性物質汚染対処特措法第二十条に規定する特定廃棄物であって事故

由来放射性物質（放射性物質汚染対処特措法第一条に規定する事故由来放射性物質をいう。）である

セシウム一三四についての放射能濃度及び事故由来放射性物質であるセシウム一三七についての放射

能濃度の合計（以下「放射性セシウムの放射能濃度」という。）が十万ベクレル毎キログラムを超え

るもの（以下「福島県内除去土壌等」と総称する。）であり、その総発生量は最大で約二千二百万立

方メートルと推計している。 
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特措法： http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H23/H23HO110.html 

対策地域は汚染が著しい６町１村（除染特別地域）に田村町、南相馬市、川俣町、川内村内の警戒区域・避

難区域を含む地域になっている。 

 

２ 前記一の１の対象物の放射性セシウム、ストロンチウム９０、プルトニウムそれぞれの濃度と量につ 

いて示されたい。 

【コメント】 

 除染特別地域内に保管している対象物の両セシウム濃度と量は 〜8000Bq/kg 約1006万m3 

                                                       8000〜10万Bq/kg   約1035万m3 

                                                       10万Bq/kg〜    約   1万m3 

 対策地域内発生したセシウム濃度10万Bq/kg以上の特定廃棄物量は             約  2万m3 

 焼却灰 (セシウム濃度は不明)                      約 155万m3 

                                  合計  約2200万m3               

 福島県以外で発生した焼却灰は各県で処理処分するのかは不明。 

対象物中のストロンチウム90やプルトニウムの測定について、「放射性セシウムに比べれば非常に小さいと

されていることから、・・・把握していない」 とのこと。確かに放射性セシウムと比較すると小さいが、例

えば飯舘村の土壌で300〜790Bq/kgというストロンチウム90が検出されており、さらに原発周辺の土壌はさら

に高いであろうことを考慮するとき、「把握していない」は無責任でないか。  

 

３ 前記一の１の対象物を分級（粒の大小でわける）や化学処理をして減容化する計画について、以下の 

点を示されたい。 

① 分級して放射性セシウムを除くことができる科学的根拠         

答弁 一の２について 

福島県内除去土壌等のうち、放射性セシウムの放射能濃度が八千ベクレル毎キログラム以下の除去土壌 

等（除染等の措置に伴い生じた廃棄物の焼却灰を除く。以下同じ。）は約千六万立方メートル、放射性

セシウムの放射能濃度が八千ベクレル毎キログラムを超え、十万ベクレル毎キログラム以下の除去土壌

等は約千三十五万立方メートル、放射性セシウムの放射能濃度が十万ベクレル毎キログラムを超える除

去土壌等は約一万立方メートルと推計している。また、放射性セシウムの放射能濃度が十万ベクレル毎

キログラムを超える特定廃棄物は約二万立方メートルと推計している。さらに、除染等の措置に伴い生

じた又は生じる可能性のある廃棄物の焼却灰は、その放射能濃度は現時点では明らかになっていないが、

約百五十五万立方メートルと推計している。 

東京電力株式会社福島第一原子力発電所から放出されたストロンチウム及びプルトニウムによる被ばく 

の影響は、放射性セシウムに比べれば非常に小さいとされていることから、福島県内除去土壌等におけ

るストロンチウム及びプルトニウムの放射能濃度と量については把握していない。 

 

m2
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② 化学処理で放射性セシウムを除き、減容化できるとする科学的根拠 

③ 焼却灰の洗浄や熱処理で放射性セシウムを除き、減容化できるとする科学的根拠 

 

４ 前記一の３について、減容化できるのは分級だけではないのか。化学処理や焼却灰の洗浄や熱処理で 

減容化できるとするのは無理があるのではないか。 

【コメント】対象土壌などを、分級（粒の大小でわける）により放射性セシウムを除くことができるとする

科学的根拠や、化学的処理や焼却灰の洗浄や熱処理により放射性セシウムを除き、減容化できるとする 

科学的根拠を尋ねた。これに対して原発事故後「実施されてきた除染技術実証事業や除染・減容技術実証事

業等において・・それぞれ減容の効果があることを確認している。」とその科学的根拠をしめさずに答弁し

ている。実証事業で確認できる資料を提示せず、国が確認しているからそれで良いとする言い方でありこれ

では、国民の理解を得ようとする姿勢ではない。放射性セシウムを除くと土壌の量まで減少させることがで

きるとでも思っているのだろうか、仮に放射性セシウム濃度 10 万ベクレル/kg の土壌 1 トンにはわずか

0.000025ｇ程度の放射性セシウムが含まれているにすぎないのだが・・。 

 

５ 分級をのぞき、前記一の３の計画を実施するには放射性セシウムの回収が必要になり装置が複雑化す 

ると考えられるが、施設整備などに要するコストはいかほどか。 

【コメント】では、どの減容処理を選択するか、判断できないであろう。全問の答弁にある実証事業により

ある程度わかっているのではないのか。 

 

 

 

答弁 一の３及び４について 

平成二十三年度から平成二十六年度まで内閣府及び環境省において実施された除染技術実証事業、平成 

二十七年度に環境省において実施された除染・減容等技術実証事業等において、除去土壌（放射性物質汚 

染対処特措法第二条第四項に規定する除去土壌をいう。以下同じ。）の分級処理、化学処理及び熱処理並 

びに焼却灰の洗浄処理及び熱処理について、それぞれ減容の効果があることを確認している。また、除去 

土壌の分級処理については除去土壌をその粒の大小により分別することにより、それ以外の処理方法につ 

いては吸着剤等により放射性セシウムの一部を取り除いて回収することにより、いずれの処理方法によっ 

ても除去土壌又は焼却灰を放射性セシウムによる汚染の程度が高いものと低いものとに分別できること

を確認している。 

 

答弁 一の５について 

実際の減容処理に当たって必要となる具体的なコストは、放射性セシウムにより汚染された土壌を大量 

に減容処理した実績が少なく、コストを算定するために必要な情報が不足しているため、現時点で明らか 

ではない。 
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６ 前記一の３の計画により処理された汚染土等を、再利用できると判断し自治体等へ引き渡す前の検認 

方法を示されたい。また自治体以外の民間企業が引き受けることもあり得るのか。 

７ 処理された汚染土等は自治体等へ割り当てるのか、希望により引き取らせるのか。具体的に示された 

い。 

【コメント】廃炉で発生する金属やコンクリの再生利用に関するクリアランス制度では放射性セシウムの検

認（100Bq/kg以下）についてそれなりの方式を提示していた。これではまだまだ、具体性に欠ける提案でき

るような段階まではまだかなり先のレベルだ。下記質問９、１０は事業主体と汚染土等が使用されているこ

とを後世に伝えることと、不適切な行為により汚染土等が環境に出た場合等の罰則の有無についてだが、こ

のようなことまで提案されなければどの自治体も納得しないであろうし、また人々も納得しないであろう。 

 今年３月３０日に行われた検討会議事録に油井委員は「・・福島県外で使っていただければこれに越した

ことはないと思うのですが、なかなかそれは厳しい面もあろうと思いますので、まず求められるのは、福島

の復興工事の中で使う、雇用も生まれる、若い人も帰る、その結果として年寄りも帰る。・・」と発言し、

小野チーム長は「・・基本的に福島だけではなく全国どこでも使い得るという前提で検討を進めております

けれども、・・、復興への貢献ということも重要な点かと思いますので、・・」と答えている。 

 

８ 自治体等は処理された汚染土等をどのような形で再利用すると想定しているのか。具体的に示された 

い。 

【コメント】除去土壌等は「管理主体や責任体制が明確となっている一定の公共事業等における盛土材など

の構造基盤の部材に限定し・・追加被ばく線量を制限するため・・遮へい措置を講じた上で・・使用を目指

す」と再利用を想定している。しかし覆土で遮へいできるのか地震や振動で亀裂が入り雨水とともに流れ出

たり、風化し長年経過し環境に漏出してくる可能性が大きい。適切に管理できるのか極めて疑問だ。 

 

９ 前記一の８に関して、汚染土等が再利用された施設等が自治体等の裁量で将来解体されたり、掘り返 

されたりすることは許されるのか。その場合再利用履歴をどう次代に伝えることになっているのか。 

１０ 自治体等が汚染土等の不適切な再利用などを行った場合の罰則はあるのか。 

答弁 一の６，７，９, 及び 10について 

具体的な再生利用の方法については、今後検討してまいりたい。 

 

答弁 一の８について 

本戦略において、福島県内除去土壌等の再生利用については、「管理主体や責任体制が明確となってい 

る一定の公共事業等における盛土材等の構造基盤の部材に限定し、追加被ばく線量評価に基づき、追加被 

ばく線量を制限するための放射能濃度の設定や覆土等の遮へい措置を講じた上で、適切な管理の下で使用 

することを目指す」こととしている。 

 

答弁 →一の６で９、１０についても一括答弁 
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二 その他 

１ 汚染土等対象物を取扱う作業員の被ばく防護について 

電離放射線障害防止規則第五十二条の八等において、事業者は、事故由来廃秦物等、放射性セシウム 

濃度が一万ベクレル毎キログラム以上の汚染物の処分の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に 

対し特別の教育を行わなければならないとされている。放射線取扱事業所では、放射性同位元素等によ 

る放射線障害の防止に関する法律により放射線取扱主任者が必要と問いている。汚染土等を取扱う作業 

者の放射線被ばく防護は厳重に行われているのか。 

【コメント】「汚染土等」とは「特措法」第二条３に「土壌等」とは「土壌、草木、落葉・落枝、堆積した

汚泥」とありこれを念頭においたものだ。電離則第四条第一項又は除染則第三条第一項に定める被ばく限度

は「事業者は、管理区域内において放射線業務に従事する労働者（以下「放射線業務従事者」という。）の

受ける実効線量が五年間につき百ミリシーベルトを超えず、かつ、一年間につき五十ミリシーベルトを超え

ないようにしなければならない。」とある。「これらの規定が守られるように労働基準監督機関等において

は事業者に対して・・必要な指導を行う」とあるが、労働基準監督機関等に放射線障害防止の監視ができる

専門家はいるのだろうか。また、質問にあるように放射線取扱事業所では放射線障害防止法により放射線取

扱主任者を選任し従業員の放射線障害防止について監督することになっている。ところが、除染則にはこの

ような放射線取扱主任者選任の規定はなく、事業者任せになっているのは問題だ。 

 

２ 汚染土等対象物を再利用した施設等の周辺に住む人々の被ばく防護について 

 ① 原子炉等規制法クリアランス制度によると、廃炉等により発生する汚染物を再利用する際の放射性 

セシウムの濃度の規制値は百ベクレル毎キログラム以下であり、これによる被ばく実効線量は年に十 

マイクロシーベルトとされている。 

 今回の汚染土等対象物の再利用基準は八十倍の八千ベクレル毎キログラム以下になっている。これ 

による周辺の人々の被ばく実効線量はいかほどと推定されているのか。またその科学的根拠を示され 

たい。 

答弁 二の１について 

お尋ねの「汚染土等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、電離放射線障害防止規則（昭和 

四十七年労働省令第四十一号。以下「電離則」という。）第二条第三項に規定する放射線業務又は東日

本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障

害防止規則（平成二十三年厚生労働省令第百五十二号。以下「除染則」という。）第二条第七項に規定

する除染等業務を行う事業の事業者に対しては、これらの業務に従事する労働者について、電離放射線

による健康障害を防止するため、電離則及び除染則に基づき、労働者の受ける実効線量が電離則第四条

第一項又は除染則第三条第一項に定める被ばく限度を超えないようにすること等とされている。 

これらの規定が遵守されるよう、労働基準監督機関等においては、引き続き、事業者に対して、電離則 

及び除染則の規定に基づく事業者の責務の内容等を周知するとともに、必要な指導を行ってまいりたい。 
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 ② 汚染土等対象物の再利用基準である八千ベクレル毎キログラムはいつ、どの機関（審議委員会）でど

のような根拠で提案され決定されたのか経過を示されたい。 

【コメント】今年３月３０日に行われた「検討会」の資料３「減容処理後の浄化物の安全な再生利用に係る

基本的考え方骨子」（案）の５.再生利用に係る追加被ばく線量評価の考え方に「再生資材の濃度レベル」の

ところに「万一の場合も速やかに補修等の作業を実施できるよう、確実に電離則及び除染電離則の適用対象

外となる濃度として、特措法における規制体系との整合も考慮して、8000Bq/kg以下を原則とする。」と 

記載されている。大前提になっている基準8000Bq/kgは議事録を見ても検討された形跡はない。前記文の後に

「再生資材の用途毎の被ばく評価計算から誘導された濃度が（1mSv／年相当）これ以下の場合は、その濃度

以下とする（次回検討予定）」とあり、このこととからめて現在検討中とごまかした答弁のようである。 

汚染土壌等の再生利用基準8000Bq/kgそのものを見直すのならば兎も角、原則を見直すはずはない。 

この不都合な質問に答えたくないからであろう。 

 

３ 検討会について 

 資料には「世界的にも前例のないプロジエクト」を検討する委員会とあるが、どのような観点で十一 

名の委員を選任したのか。またこの中に公衆に関わる放射線防護の専門家はいるのか。いるならばその 

専門分野と経歴を示されたい。この問題は「全国民的な理解が必要不可欠」とあるが一般市民の生活に 

関わる施策であり、市民の代表を複数加える必要があるのではないか。会議を非公開にしていることは 

国民の理解を得る姿勢上問題ではないか。以上について政府の見解を示されたい。 

【コメント】「公衆に関わる放射線防護の専門家」が具体的に何を指すかわからないとは驚きだ。原子力・

放射線の学問分野として「放射線防護学」がある。その専門家が委員にいるのか問うたが、いないようだ。 

公衆を放射線から守る学問の専門家がいないで、このような放射能に汚染された土壌等を生活環境の場で使

用する政策を検討して良いはずはない。専門家が検討し原子力を推進し、原発事故を起こしたことを忘れな

答弁 ニの２について 

具体的な再生利用の基準については、現在検討しているところである。 

 

答弁 二の３について 

お尋ねの「公衆に関わる放射線防護の専門家」及び「市民の代表」が具体的に何を指すのか必ずしも明 

らかではないが、中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略検討会（以下「本検討会」という。） 

の委員は、福島県内除去土壌等の減容化及び再生利用に係る技術開発の戦略、再生利用の促進に係る事項 

等に関し、専門的、技術的知見等を有する学識経験者の中から選任しているものであり、本検討会の委員 

には、放射線疫学、放射線工学等を専門とする大学教授等が含まれているところである。なお、御指摘の 

「この問題は「全国民的な理解が必要不可欠」とあるが一般市民の生活に関わる施策」であるという点に 

ついては、地方公共団体、学術・研究機関、ＮＰＯ等との情報共有や相互理解を進めつつ、国民に対する 

情報発信、普及啓発等の取組を進めることとしている。また、本検討会は公開で開催してきているところ 

である。 
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いでほしい。司法においても市民感覚が必要であり、検察審査会が設置され機能している。「市民の代表」

を選任する当然のことが未だわからないようだ。女性の専門家が加わっていないのもおかしなことではない

か。 「検討会」は議事録を見ると公開されてきていた。これについての質問は誤りであった。 

 

４ 放射能汚染物を拡散させる政策について 

 環境基本法第四条では「環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら」とある。放射能によ 

り汚染された物は、「集め、遮へいし、時間をかけて放射能の減衰を待つ」ことを基本に対応していくの 

がベストと考える。検討会が提案してきた案は「汚染を拡散させ、人々の生活の場に放射能を持ってい 

く」との全く逆の政策案であり納得できない。 

 ① 汚染土等は集めてそのまま三百年ほど静置保管することがベストと考える。これがコストもかからず、

最も良い方法だが、なぜできないのか。政府の見解を示されたい。 

 ② 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法において「中間貯蔵開始後三十年以内に、福島県外で最終処分 

を完了するために必要な措置を講ずるものとする」と規定されているため、スケジュールが優先され 

ていることが、今回のような拙速な対応の根底にあるようだが、環境基本法の目的である「現在及び 

将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献すること」を再確認し 

慎重審議することが大切ではないか。政府の見解を示されたい。 

 ③ 汚染土等の最終処分場は福島県外ではなく、東京電力株式会社の敷地で引き取ってもらうことにし 

てはどうか。発生源に戻すのが道理ではないか。 

【コメント】原発事故による汚染で福島県の住民が過酷な負担を負っていることは、わかるが、除染した土

壌等を集め分級処理などを行い放射能を低減させ、8000Bq/kg以下になったものをまた福島県を中心に公共事

業で使用することは、さらに福島の人たちを苦しめることになるのではないか。なぜ人々の声に耳を傾けな

いのか。中間貯蔵開始後30年以内に福島県外で最終処分を完了するといっても、引き受ける都道府県はあり

えない。原子力における廃棄物については先送り政策が繰り返され、問題を複雑にしてもうどうしょうもな

い状況になっている。東電の事故により発生したものであり、東電の敷地で引き受けてもらうより他ないの

ではないか。スケジュールありきで、押し付けようとしても国民は納得しない。 

 

 

答弁 二の４について 

お尋ねについては、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事 

故により、当該原子力発電所から放出された放射性物質による環境の汚染が最も深刻な福島県において

は、住民が既に過重な負担を負っていること等を踏まえ、総合的に判断した結果、中間貯蔵・環境安全

事業株式会社法（平成十五年法律第四十四号）第三条第二項等において、中間貯蔵施設に貯蔵する福島

県内除去土壌等について、「中間貯蔵開始後三十年以内に、福島県外で最終処分を完了するために必要

な措置を講ずるものとする」とされており、政府としては、この方針に沿って取り組んでいくこととし

ている。 
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５ 「省令」によって施策を進めようとしていることについて 

 除去土壌等の減容・再生利用は、汚染土等が公共事業等に利用され目常的に国民が被ばくする可能性‐ 

がある重要な問題であるとともに、検討会の配付資料で言及されているように「世界的に前例のない除 

去士壌等の減容・再生利用」方式でもあるならば、ことさら法律案として国会審議を経て環境法などと 

の整合性を図りながら慎重に進めるべきではないか。国民の理解を得ようとするのならば省令で済ますやり

方は混乱の元になるのではないか、政府の見解を示されたい。 

右質問する。 

【コメント】原子炉廃棄物の再生利用は 100Bq/kg 以下、福島原発事故汚染廃棄物の再生利用は 8000Bq/kg 以

下では誰が考えても納得できないおかしな政策である。このような重要案件を環境大臣が発する省令を持っ

て実施しようとしている姿勢は見なおそうとしていないようだ。十分な国会審議を経なければ人々は納得し

ないであろう。今まで放射性物質の汚染については環境省の管轄外であった。しかし経産省・資源エネルギ

ー庁・東電等による強引な原子力政策による 3･11 原発事故後「降ってわいた」放射能汚染の尻拭いをさせら

れている。ある意味被害省庁であることはわかるが、事故後 5 年も経過した現在、放射能汚染の事態は何ら

改善していない。環境省は環境基本法の原点に戻り国土を放射能汚染から守るための行政に立ち返って施策

を進めてほしい。 国・環境省は国民の放射線防護のため原子力・放射線関連の法体系を、総合的かつ整合

性あるものに見直すべきときがきている。                     （コメント：永田） 

答弁 二の５について 

御指摘の「省令で済ますやり方」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、福島県内除去土 

壌等の減容化及び再生利用に当たっては、放射性物質汚染対処特措法その他の関係法令に基づき適切に対 

応しているところである。_ 

 


